
平成２２年度 ガス事業法に基づく立入検査結果 

１．平成２２年度立入検査計画 

①一般ガス事業者 １支店、１工場 

②簡易ガス事業者 供給地点群数 ２２地点（１５事業者） 

※平成２２年４月１日時点の供給地点群数：３６４地点群（７３事業者） 

 

２．平成２１年度立入検査の実施状況及び結果 

①検 査 期 間：平成２２年４月～２３年２月 

②検査実施数：一般ガス：１支店、１工場(１事業者) 

簡易ガス：２２供給地点群（１５事業者） 

③結果の概要：立入検査の結果以下の事項に法令違反が認められたため、違

反のあったガス事業者代表者に対し中国四国産業保安監督部長

名で改善指示を行った。 

なお、改善指示事項については、該当事業者から改善報告書

の提出を求め、全ての事業者から改善報告書又は改善計画書の

提出があり、特に問題のないことを確認した。 

 

改善指示事項 関係条項等 
指摘

件数 

個別周知を実施すること。 法第４０条の２ １ 

ガス工作物の検査を定められた頻度で実施し、検査記録を保存すること。 法第３０条 １ 

火気設備との距離を確保すること。 技術基準省令第１１条 １ 

合  計  ３ 

 


